
- 1 -

佐那河内村農業委員会総会議事録

１．開催日時 平成２９年２月２７日（月）午後３時００分から午後３時４５分

２．開催場所 佐那河内村農業総合振興センター ２階西会議室

３．出席委員 （１３人）

会長 １番 東 條 操

会長職務代理者 ２番 河 原 功

委員 ３番 長 江 操

４番 森 﨑 茂

５番 柏 木 和 生

６番 大 西 整

７番 山 下 哲 男

８番 松 長 護

９番 山 本 光 雄

１０番 星 山 隆 啓

１１番 加 藤 秀 數

１２番 谷 渕 孝 雄

１３番 和 久 義 弘

４．欠席委員 （ ０人）

５．議事日程

第１ 議事録署名委員の指名

第２ 会議書記の指名

第３ 議案の上程

議案第 ２号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による佐那

河内村農用地利用集積計画（案）の決定について

議案第 ３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について

報告第 １号 農地法第１８条第６項の規定による通知書について

６．農業委員会事務局職員

事務局長 山 本 利 也

書記 瀧 倉 裕 介
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７．会議の概要

事務局 ただ今から、平成２８年度２月総会を開会いたします。

はじめに、東條会長よりご挨拶をお願いいたします。

会 長 （挨拶）

事務局 ありがとうございました。

本日の出席委員は、全委員１３名が出席しておりますので、総会は成立し

ております。

それでは、佐那河内村農業委員会会議規則により、議事の進行を東條会長

にお願いいたします。

議 長 それでは、佐那河内村農業委員会会議規則第１９条第２項に規定する議事

、 。録署名委員ですが 議長から指名させていただくことにご異議ありませんか

（異議なし）

それでは、１０番 星山隆啓委員、１２番 谷渕孝雄委員にお願いいたしま

す。

、 、 。なお 本日の会議書記には 事務局職員の瀧倉裕介さんを指名いたします

それでは、日程第３の議案第２号、農業経営基盤強化促進法第１８条第１

「 （ ） 」 、項の規定による 佐那河内村農用地利用集積計画 案 の決定について を

議案に供します。事務局より、議案の朗読と説明をお願いします。

事務局 議案書の１ページから４ページをご覧ください。今月の農業経営基盤強化

促進法第１８条第１項の規定による案件は、１議案１０件でございます。議

案第２号は、すべて地権者から賃借人に直接権利を設定する件です。

佐那河内村長より平成２９年２月２０日付けで農用地利用集積計画の決定

を求められています。利用権の再設定の計画が７件、新規の利用権設定の計

画が３件で、面積は、 ㎡です。29,827.61
【議案書にもとづいて、個別の農用地利用集積計画の要請の内容を説明】

整理番号１の権利の種類については賃貸借権の新規であり、利用権の設定

等をする者の住所、氏名は、未相続地のため下字東山１１６番地の東條洋子

さんと徳島市不動西町４－９４７の橋井小百合さんで、利用権の設定等を受

ける者の住所、氏名は、下字栗見坂１９番地２の岩尾光賀さんです。土地の

所在地については、下字東山２３番１、現況 畑、６９５㎡、下字東山２４

番１、現況 畑、１，３３１㎡、下字東山２４番２、現況 畑、２２１㎡の

３筆で、利用目的は柚子です。借賃については、１０ａあたり 円であ19,136
り、３筆で 円になります。始期は平成２９年３月１日から終期は平成43,000
３４年２月２８日の５年契約です。計画要請の内容は、経営面積・従事日数

など、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考

えます。

議 長 それでは、地元でありますので、説明させていただきます。

資料１の地図をご覧ください。東山農道は荒瀬から東山に行く連絡道にな

りますが、東山２３－１、２４－１、２４－２はつながっておりまして、去

年も柚子を付く手取りましたが、利用権設定をしておりませんでしたので、
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この度新しく設定となりました。岩尾さんと東條さんは去年もその上の畑を

借りておりまして、それに引き続いて契約となります。

何かご質問はありますか。

議 長 それでは、整理番号１について、ご異議ございませんか。

（異議なし）

、 。議 長 異議がないと認めますので 整理番号１は原案のとおり決定いたしました

続いて整理番号２についてですが、農業委員自身に関する事項が含まれて

おります。農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、関係する委員

はこの議案に関与することができませんので、退室をお願いいたします。

（１２番 谷渕孝雄委員 退室）

整理番号２について、事務局より説明をお願いします。

事務局 整理番号２の権利の種類については賃貸借権の新規であり、利用権の設定

等をする者の住所、氏名は、未相続地のため下字寺谷１３３番地１の吉野誠

さんと同じく下字寺谷１３３番地１の吉野元惠さんで、利用権の設定等を受

ける者の住所、氏名は、下字仕出３９番地の谷渕孝雄さんです。土地の所在

地については、下字寺谷２５、現況 田、９０２㎡、下字寺谷４７番２、現

況 田、７７０㎡、下字仕出５１番１、現況 田、１，１２０㎡の３筆で、

。 、 、利用目的は水稲です 借賃については １０ａあたり米 の物納であり53.7kg
３筆で米５俵になります。始期は平成２９年３月１日から終期は平成３４年

２月２８日の５年契約です。計画要請の内容は、経営面積・従事日数など、

。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます

整理番号２につきましては、担当地区の委員がこの案件に関係しておりま

すので代わりに補足説明をいたします。資料１の３ページをご覧ください。

寺谷２５は、県道勝浦佐那河内線の落合橋の南側にある水田であり、周辺も

水田が多く、申請地はその中央部に位置します。続いて、寺谷４７番２は、

同じく資料１の３ページにあり、県道勝浦佐那河内線を更に東に向けて進ん

でいったところにある寺谷圃場の中央部に位置します。続いて、資料１の２

ページをご覧ください。仕出５１番１は、県道勝浦佐那河内線を更に東に向

けて進んで行き、寺谷橋を渡らずに２００ｍ程進んだところにあります。地

図でいいますと山田登さん宅の手前になります。３箇所とも水稲になってお

り、現在は冬なので寺谷２５は管理のみで、寺谷４７番２は菜の花、仕出５

１番１は野菜を作っています。吉野元惠さんは高齢であり、吉野誠さんが耕

作をしておりましたが、体調を崩されたので谷渕孝雄さんに耕作を依頼した

とのことです。

議 長 何かご質問はありますか。

議 長 それでは、整理番号２について、ご異議ございませんか。

（異議なし）

、 。議 長 異議がないと認めますので 整理番号２は原案のとおり決定いたしました

（１２番 谷渕孝雄委員 入室）

続いて整理番号３について、事務局より説明をお願いします。
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事務局 整理番号３の権利の種類につきましては使用賃借権の新規であり、利用権

の設定等をする者の住所、氏名は、阿波市阿波町南整理１７３番地１の久米

和恵さんで、利用権の設定等を受ける者の住所、氏名は、下字中辺８２番地

。 、 、 、の西村義顕さんです 土地の所在地については 上字井開１１６ 現況 畑

１４５㎡、上字幸田２２、現況 田、２００㎡、上字白尾３２、現況 畑、

６４７㎡の３筆で、利用目的はすだち、みかん、菜の花です。始期は平成２

９年３月１日から終期は平成３０年２月２８日の１年契約です。計画要請の

内容は、経営面積・従事日数など、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件を満たしていると考えます。

議 長 それでは、質疑に入ります。

補足説明がありましたら、関係委員さんからあわせてお願いします。

、 、 。 、１０番 まず この場所ですが ４ページと５ページになります 上字幸田２２は

村道を行きまして張秀美さんの家があり、その隣です。上字井開１１６は、

北谷文彦さんの家のところです。北谷文彦さんは久米和恵さんのお父さんで

現在は亡くなっています。現在は、相続して阿波町にいます。場所はその裏

です。それで、上字白尾３２は、国道４３８号から南に上がった所でスダチ

等が植わったおり、あまり綺麗に出来ていません。期間を１年にしているの

は、久米さんの家を貸して新しい人が耕作できるのならば、とりあえず西村

さんが１年間耕作して、新たに入ってくる人が耕作してくれればいいなと言

っておりました。幸田２２は２００㎡になっていますが、実際２反ぐらいあ

りその一部になんですね。

事務局 一部です。

１０番 実際は２反くらいになります。

議 長 ありがとうございました。何かご質問はありますか。

５ 番 ここは松山さんの裏なんですか。

１０番 はい。

５ 番 スダチ植わっている。

１０番 狭いですけど。

４ 番 旧道の下になる。

１０番 そうです。

５ 番 裏は滝本さんが倉庫してないで。

１０番 倉庫の下ですね。畑があるのは。

１１番 無償ですか。

１０番 無償です。ときどきは西村さんは北谷さんの所の草を刈っていたと言って

いました。白尾の方も

９ 番 親戚。

１０番 そうみたいです。

議 長 それでは、整理番号３について、ご異議ございませんか。

（異議なし）

、 。議 長 異議がないと認めますので 整理番号３は原案のとおり決定いたしました



- 5 -

続いて整理番号４について、事務局より説明をお願いします。

事務局 整理番号４と整理番号５につきましては、利用権の設定等をする者が同一

、 。の案件であり関連をしておりますので 一括して説明をさせていただきます

整理番号４の権利の種類につきましては賃貸借権の新規であり、利用権の

設定等をする者の住所、氏名は、下字尾境６４番地の中尾正雄さんで、利用

権の設定等を受ける者の住所、氏名は、下字中峯８５番地の佐々木キクヱさ

んです。土地の所在地については、下字下野３７番１、現況 田、４００㎡

で、利用目的は菜の花です。借賃については１０ａあたり 円で１筆12,500
円になります。始期は平成２９年３月１日から終期は平成３４年２月２5,000

８日の５年契約です。

整理番号５の権利の種類につきましては賃貸借権の新規であり、利用権の

、 、 、設定等をする者の住所 氏名は 同じく下字尾境６４番地の中尾正雄さんで

利用権の設定等を受ける者の住所、氏名は、下字一ノ瀬６６番地２の尾山博

明さんです。土地の所在地については、下字下野３７番１、現況 田、４４

５㎡、下字下野３８番１、現況 田、９４０㎡の２筆で、利用目的は水稲で

。 、 。す 借賃については１０ａあたり 円であり ２筆で 円になります7,000 9,600
。始期は平成２９年３月１日から終期は平成３１年２月２８日の２年契約です

なお、整理番号４、整理番号５の下字下野３７番１につきましては、下字

尾境６４番地の中尾正雄さん、下字中峯８５番地の佐々木キクヱさんとの利

用権による賃貸借契約を結んでおりましたが、平成２９年２月１日付けで合

意解約が成立し、同日付けで農業委員会に通知がありました。添付書類も含

め完備しておりましたので、事務局長専決により書類を受理しております。

計画要請の内容は、経営面積・従事日数など、農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の各要件を満たしていると考えます。

元々下字下野３７番１を中尾さんと佐々木さんで利用権の設定をしていま

したが、実際はその半分しか耕作ができていない状態でしたので、一旦合意

解約をして、半分を佐々木さん、半分を尾山さんと利用権の設定をし直す形

になります。

議 長 それでは、質疑に入ります。

補足説明がありましたら、あわせてお願いします。

２ 番 新規でもありますし、複雑な所もありますので、私の方から説明させて頂

きます。地図は３ページになります。まず場所は、国道を市内に向けて走っ

ていきますとと、高樋の峠に差し掛かって行きます。この中腹に信号で三叉

。 、 。路があります これを右に下りますと寺谷 小松島方面に向かって行きます

５００ｍ位行きますと園瀬川に合流しまして落合橋がかかっております。そ

の手前なんですが、その橋の下に民家が２件あります。その下手側の民家の

斜め下が申請地になっています。２筆となっておりますが、現状は１筆にな

っており、現地に行きましてもそのようになっています。実は中尾さんと佐

々木さんは兄弟であり、以前兄の農地を妹が夫婦で耕作しておりましたが、

最近になりまして、ご主人が他界されまして、農地の耕作維持ができなくな
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りました。どうしようかと両方から相談を受けておりました。あまりにも大

きな農地でしたので、小さくしては話していましたら、まとまりました。３

分の１程度を元の佐々木さんが、３分の２程度を尾山さんがするようになり

。 、 、ました この尾山さんですが 尾境の下に２件の家が並んで建っていまして

下手の方が借りて人となっています。新道トンネル入り口予定地に農地がか

かっておりまして、残った農地も入水地帯になっておりどうにもならないと

いうことで、現在職場を退職されて時間も余っていますので、話し合いをし

まして総会に提出の運びとなりました。両方ともよろしくお願いします。

議 長 ただいま説明がありました。いかがでしょうか。

（発言なし）

議 長 それでは、整理番号４および整理番号５について、ご異議ございませんか。

（異議なし）

議 長 異議がないと認めますので、整理番号４および整理番号５は原案のとおり

決定いたしました。

続いて整理番号６について、事務局より説明をお願いします。

事務局 整理番号６と整理番号７につきましては、利用権の設定等をする者と利用

権の設定等を受ける者が同一の案件であり関連をしておりますので、一括し

て説明をさせていただきます。

整理番号６の権利の種類につきましては使用貸借権の再設定であり、利用

、 、 、権の設定等をする者の住所 氏名は 下字荒瀬５１番地１の千田英二さんで

利用権の設定等を受ける者の住所、氏名は、同じく下字荒瀬５１番地１の千

田奈津代さんです。土地の所在地については、下字菅沢２００番６、現況

畑、４６９㎡ほか２９筆で、利用目的はすだち、みかん、キウイフルーツ等

です。始期は平成２９年３月１日から終期は平成３９年２月２８日の１０年

契約です。

整理番号７の権利の種類につきましては賃貸借権の新規であり、利用権の

設定等をする者の住所、氏名は、下字荒瀬５１番地１の千田英二さんで、利

用権の設定等を受ける者の住所、氏名は、同じく下字荒瀬５１番地１の千田

。 、 、 、奈津代さんです 土地の所在地については 下字丸田１１８番１ 現況 畑

７３７㎡ほか６筆で、利用目的はみかん、しきびです。始期は平成２９年３

月１日から終期は平成３９年２月２８日の１０年契約です。計画要請の内容

は、経営面積・従事日数など、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各

要件を満たしていると考えます。

補足説明としまして、整理番号６は１０年契約の利用権の再設定になりま

して、整理番号７は１０年の間にこの地域で地籍調査がはいりまして、新し

い地番ができまして、それらの利用権の設定になっております。

議 長 それではご説明いたします。

千田英二さんと千田奈津代さんは、親子関係でございまして、農業者年金

の関係で１０年前に利用権を設定しまして、１０年が経過して再設定となり

ました。よろしくお願いします。
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農業者年金について説明を御願いします。

事務局 【農業者年金、利用権の設定と農地法第３条について説明】

、 、 。議 長 それでは 整理番号６および整理番号７について ご異議ございませんか

（異議なし）

議 長 異議がないと認めますので、整理番号６および整理番号７は原案のとおり

決定いたしました。

続いて整理番号８について、事務局より説明をお願いします。

事務局 整理番号８の権利の種類につきましては賃貸借権の新規であり、利用権の

設定等をする者の住所、氏名は、上字仁井田５３番地２の東耕夫さんで、利

用権の設定等を受ける者の住所、氏名は、上字仁井田１７２番地の橘一雄さ

。 、 、 、 、んです 土地の所在地については 上字田中３９番 現況 田 ６７６㎡で

利用目的は水稲です。借賃については１０ａあたり 円で１筆 円20,000 13,520
になります。始期は平成２９年３月１日から終期は平成３２年２月２８日の

３年契約です。計画要請の内容は、経営面積・従事日数など、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。

議 長 ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。

補足説明がありましたら、あわせてお願いします。

７ 番 この場所ですが、地図の１１ページをご覧ください。瀧倉さんの南側に橋

がかかっておりまして、これを渡りそのまま行きますと国道になりますが、

それまでの真ん中ぐらいにあります。東耕夫さんは高齢で、橘夫婦は健康で

まだまだ耕作が大丈夫です。御願いします。

議 長 ただいま説明がありました。何かご質問はありますか。

議 長 それでは、整理番号８について、ご異議ございませんか。

（異議なし）

、 。議 長 異議がないと認めますので 整理番号８は原案のとおり決定いたしました

続いて整理番号９について、事務局より説明をお願いします。

事務局 整理番号９と整理番号１０につきましては、利用権の設定等をする者と利

用権の設定等を受ける者が同一の案件であり関連をしておりますので、一括

して説明をさせていただきます。

整理番号９の権利の種類につきましては賃貸借権の再設定であり、利用権

の設定等をする者の住所、氏名は、下字下野８５番地４の山本周二さんで、

利用権の設定等を受ける者の住所、氏名は、下字尾境３５番地の喜田正治さ

んです。土地の所在地については、下字戎浦１７番１、現況 田、７８２㎡

で、利用目的は水稲です。借賃については１０ａあたり米 の物納にな53.4kg
ります。始期は平成２９年３月１日から終期は平成３２年２月２８日の３年

契約です。

整理番号１０の権利の種類につきましては賃貸借権の再設定であり、利用

、 、 、権の設定等をする者の住所 氏名は 下字下野８５番地４の山本周二さんで

利用権の設定等を受ける者の住所、氏名は、下字尾境３５番地の喜田正治さ

んです。土地の所在地については、下字下野４４番１、現況 田、１，０９
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、 、 、 、 、 、９㎡ 下字下野４８番 現況 田 ４０９㎡ 下字下野６２番１ 現況 田

５２１㎡の３筆で、利用目的は水稲です。借賃については１０ａあたり米

の物納であり、先ほどの筆と合わせた４筆で米５俵になります。始期53.4kg
は平成２９年３月１日から終期は平成３２年２月２８日の３年契約です。計

画要請の内容は、経営面積・従事日数など、農業経営基盤強化促進法第１８

条第３項の各要件を満たしていると考えます。

議 長 ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。

補足説明がありましたら、あわせてお願いします。

２ 番 まずは、整理番号９番の場所ですが、地図の１２ページをご覧ください。

下地区に下水処理場がございます。この上手を戎浦と言います。この入り口

手前に戎浦の谷がございまして、この谷の前に下字戎浦１７－１がございま

す。もう一つの１０の番号は、先ほど承認していただきました整理番号４と

整理番号５の上手になります。ページでは３ページになります。田を１，２

枚挟んだ上手側になります。上手とは落合橋の方を上手といいます。川側か

ら山のに向けて村道がはしっています。整理番号９と整理番号１０の両家は

親戚になり、しかも同級生になります。以前から寺谷の方から不耕作地にな

、 。ったら､引き受けてくれという話になっておりまして 現在に至っております

自分の土地が下手にありまして、農作業に通行している道になります。自分

の土地は少しの雨で冠水地帯になりますが、こちらの方は昨年の大水、昨年

の台風１６号になりますが、少し冠水した程度と聞いております。何の心配

もないと思います。

議 長 ただいま説明がありました。いかがでしょうか。

（発言なし）

議 長 それでは、整理番号９および整理番号１０について、ご異議ございません

か。

（異議なし）

議 長 異議がないと認めますので、整理番号９および整理番号１０は原案のとお

り決定いたしました。

次に、議案第３号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」

を、議案に供します。

事務局より、議案第３号の朗読と説明をお願いします。

事務局 議案書の５ページをご覧ください。議案第３号の農地法第３条第１項の規

定による許可申請は、１議案２件で、所有権の移転に関する件です。

、 、 、整理番号１の譲渡人の住所 氏名は 下字中辺５４番地の西條敏子さんで

譲受人の住所、氏名は、下字中辺８２番地の西村義顕さんであり、申請の理

由は相手方の意向です。土地の所在地については、下字中辺８０番１、現況

畑、２９０㎡、下字中辺８０番２、現況 畑、６．６１㎡、下字中辺８０番

３、現況 畑、２９７㎡、下字中辺８１番、現況 畑、４５２㎡の４筆にな

ります。

本件につきましては、譲受人が取得後のすべての農地を利用すること、労
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働力、機械、技術、通作距離などをみても問題がないこと、取得面積を合わ

せ農業委員会が定める別段の面積も超えていることから、農地法第３条第２

項各号の不許可要件には該当せず、許可要件のすべてを満たしております。

議 長 ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。

補足説明がありましたら、あわせてお願いします。

９ 番 この場所は、地図の１３ページですが、ここのすぐ横になります。この席

からはよく見えるのですが、この上に４筆合わせて１反くらいで、昔ハウス

をしており、今は壊していますが、旦那さんが作っていましたが、体調を崩

されてからは去年まで追上の佐野勝敏さんが耕作をされていました。西條さ

んから西村さんに御願いがあり、西村さんは丁度農地横に家があります。そ

。ういう話がありまして西村さんに買ってくれないかと話がいったみたいです

西村さんも熱心にスダチを作っておりまして、マナガ平の佐那河内運送の上

に５畝程作っています。今度こちらにも広いスダチ畑がありまして、ただそ

こは砂防ダムができるのですが、大分かかるみたいです。更に進入路にもス

ダチ畑がかかり、面積が少なくなることもあってスダチ畑を買わせていただ

くことになりました。作るのは現状通りにスダチを作るようです。ご審議よ

ろしくお願いします。

議 長 ありがとうございました。何かご質問がありましたら。

議 長 それでは、整理番号１について、ご異議ございませんか。

（異議なし）

議 長 異議がないと認めますので整理番号１は原案のとおり決定いたしました。

続いて整理番号２について、事務局より説明をお願いします。

整理番号２の譲渡人の住所、氏名は、上字仁井田１６５番地１の髙岡邦芳

、 、 、 、さんで 譲受人の住所 氏名は 上字仁井田１７２番地の橘一雄さんであり

申請の理由は農地の買い替えです。土地の所在地については、上字仁井田１

７０番１、現況 畑、３０６㎡になります。

申請地につきましては、上字仁井田１６５番地１の髙岡邦芳さんと上字仁

井田１７２番地の橘一雄さんと利用権による賃貸借契約を結んでおりました

が、平成２９年１月２５日付けで合意解約が成立し、同日付けで農業委員会

に通知がありました。

添付書類も含め完備しておりましたので、事務局長専決により書類を受理

しております。

本件につきましては、譲受人が取得後のすべての農地を利用すること、労

働力、機械、技術、通作距離などをみても問題がないこと、取得面積を合わ

せ農業委員会が定める別段の面積も超えていることから、農地法第３条第２

項各号の不許可要件には該当せず、許可要件のすべてを満たしております。

こちらですが、元々賃貸借の契約をしていましたが、これを合意解約して

農地を購入する形になります。

議 長 ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。

補足説明がありましたら、あわせてお願いします。
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７ 番 この場所は、仁井田に景浦橋があってこれを登っていきますと東府能があ

ります。この橋の下に橘一雄さんの家がありまして、その前が丁度上字仁井

田１７０－１になります。高岡さんは一人で農業はしていないので、橘さん

に買ってということになりました。橘さんは健康で大丈夫だと思います。今

は菜の花を作っています。

。 。 。議 長 ありがとうございました ただいま説明がありました いかがでしょうか

８ 番 地図にある明秀さんという家がそうですか。

７ 番 そうです。

１０番 これって４反に足りないので、借りて合わせていますか。

事務局 はい。

１０番 もし、利用権の設定の時に否決されたら、４反に足りなくなりますね。そ

れでしたら、先に利用権の設定を確定させてからの方がいいのでは。

事務局 先に利用権の設定を審議した後に売買をすれば問題はないと思います。逆

は駄目ですが。

１０番 そうですね。たちまち前が駄目になったら、これも駄目になりますから。

事務局 普段であれば農地法第３条の許可は総会の日で、利用権の設定の告示は１

日日付でしていますが、今回のような件については同日付で許可と告示をし

ています。

議 長 この間新聞にも載っていましたが、隣の神山町は１反ですが、佐那河内は

４反にしています。

議 長 それでは、整理番号２について、ご異議ございませんか。

（異議なし）

議 長 異議がないと認めますので整理番号２は原案のとおり決定いたしました。

議 長 次に、報告事項がありましたら事務局より説明をお願いします。

事務局 先ほどの案件で報告しましたが、農地法第１８条第６項の規定による通知

書、いわゆる合意解約の通知について２件ございましたのでご報告します。

１件目につきましては、土地の所在地は、上字仁井田１７０番１、現況

畑、３０６㎡につきまして、賃貸人の上字仁井田１６５番地１の髙岡邦芳さ

んと、賃借人の上字仁井田１７２番地の橘一雄さんとの間で、利用権による

賃貸借契約をしておりましたが、平成２９年１月２５日付けで合意解約が成

立し、同日付けで農業委員会に通知がありました。

２件目につきましては、土地の所在地は、下字下野３７番１、現況 田、

８４５㎡につきまして、賃貸人の下字尾境６４番地の中尾正雄さんと、賃借

人の下字中峯１０２番地の佐々木キクヱさんとの間で、利用権による賃貸借

契約をしておりましたが、平成２９年２月１日付けで合意解約が成立し、同

日付けで農業委員会に通知がありました。

どちらの件につきましても添付書類も含め完備しておりましたので、事務

局長専決により書類を受理しております。

議 長 ただいまの報告について、いかがでしょうか。

（発言なし）
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議 長 よろしいですか。それでは、以上をもちまして、平成２８年度２月総会を閉

会いたします。
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会議の顛末を記録しその確認を認めるため捺印する。

佐那河内村農業委員会会長 東條 操

佐那河内村農業委員会委員 星山 隆啓

佐那河内村農業委員会委員 谷渕 孝雄


